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平成３０年度 事業計画(総括) 

 

横浜市交通安全協会は、人命尊重を基本とし、交通事故のない安全で

快適な社会を目指して設立され、以来横浜市の交通安全に取り組んでき

ました。 

本年度についても、公益目的事業である交通安全対策事業に全力で取

り組むとともに、収入の確保、業務の効率化及び経費節減に努め、自転

車等対策事業及び自動車駐車場等経営事業を実施してまいります。 

 

交通安全対策事業では、横浜市、区役所、神奈川県、神奈川県警察、

地区交通安全協会及び団体と連携して、「はまっ子交通あんぜん教室」

などの事業を推進します。各季交通安全運動や飲酒運転根絶などの年間

を通じた交通安全活動事業を行うとともに、交通安全活動に御尽力いた

だいた方々を表彰するなど、交通安全意識の高揚を図るための活動を行

ってまいります。また、横浜市自転車交通安全教室（公募型プロポーザ

ル方式）については、受託できるよう準備を進めます。 

 

自転車等対策事業のうち、自転車駐車場の管理運営業務については、

公募型プロポーザルの結果、当協会が平成３０年度も引き続き東部及び

西部区域を受託することとなりました。当該業務の実施にあたっては、

プロポーザルで提案したことを着実に実行するとともに、お客様サービ

スの向上を図ります。 

放置自転車等の移動、保管・返還業務については、公募型指名競争入

札の結果、東部区域を受託することとなりました。放置自転車を防止し、

歩行者の安全確保や街の美観の保持に寄与してまいります。 

自転車会については、交通事故防止に関する講習会、研修会を開催す

るとともに、団体自転車保険への加入を積極的に勧め、加入者の増加を

図ります。 

 

自動車駐車場等経営事業では、違法駐車を防止し、交通安全を確保す

ることを目的として駐車場を整備し、お客様に安全で快適に利用いただ

けるよう管理運営を行います。また、横浜市磯子区の市有地の貸付公募

入札の結果、根岸プールセンター前自動車駐車場を開設することとなり

ました。 

 

実施事業 

１ 交通安全対策事業 

２ 自転車等対策事業 

３ 自動車駐車場等経営事業 
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平成３０年度 交通安全対策事業計画 

 

１ 事業活動方針 

 

平成 29 年の横浜市内の交通事故は、発生件数 10,441 件（前年比 360 件

増）、負傷者数 12,187 人（同 385 人増）、また、亡くなられた方は 51 人

（同２人増）と横浜市が策定した「第 10 次横浜市交通安全計画」の目標

値 55 人を下回ることができたものの、増加傾向にあり、依然として尊い

命が交通事故により失われています。 

このような厳しい交通情勢の中、当協会は、人命尊重を活動の基本とし

市民の交通安全意識の高揚を図り、交通ルールの遵守と交通マナーの実践

を習慣づけるための活動を、横浜市交通安全対策協議会の「平成 30 年度 

横浜市交通安全運動実施計画」等を踏まえ、横浜市、区役所、神奈川県、

神奈川県警察、地区交通安全協会及び関係団体（以下「関係団体等」とい

う。）と連携して、次の事業により推進します。 

 

（１）交通安全活動事業 

（２）広報啓発事業 

（３）交通安全功労者表彰事業 

（４）交通安全活動団体への支援事業 

（５）各種交通安全運動との連携事業 

 

２ 事業内容 

 

（１）交通安全活動事業 

 

子ども、高齢者、自転車が関係する交通事故を防止することを重点に

関係団体等と連携して次に掲げる交通安全活動を実施します。 

 

ア 子ども（乳幼児、児童）の交通安全 
 

事業名 実施内容 

 

(ｱ)はまっ子交通 

あんぜん教室 

 

 

小学生に対し、安全な歩き方や自転車の安全

な乗り方などの交通安全教育に、体験型教育

（ダミー人形を用いた制動・巻き込み・死角実

験）を加えた「はまっ子交通あんぜん教室」を

開催します。 

 
  

開催数    280 回 （前年度実績279回）  
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(ｲ)チャイルド 

シート着用教室 

 

 

交通安全母の会と連携して、保護者に対する

チャイルドシートの正しい取付け方の習得と着

用の向上を図り、乳幼児の交通事故防止と保護

者の交通事故防止意識の高揚を図ります。 

 

開催数   85 回 （前年度実績85回）   
 

 

イ  高齢者の交通安全 

  

事業名 実施内容 

 

(ｱ)ヨコハマ・シル

バー・セーフティ

スクール 

 

 

 

反射材効果体験や高齢歩行者の特徴を認識し

てもらうなどして、交通安全意識を高める体験

実践型及び座学参加型の交通安全教室を開催し

ます。 

開催数 

体験実践型教室 10 回（前年度実績８回） 

座学参加型教室 10 回（前年度実績12回） 
  

 

(ｲ)ヨコハマ・シル

バー・ドライビン

グスクール 

 

 

高齢者の身体的特性や高齢ドライバーの交通

事故の特徴を踏まえた、安全運転の実技指導教

室を市内全域において開催します。 

 

開催区   18 区 （前年度実績18区） 

 

ウ 自転車の交通安全 

 

事業名 実施内容 

 

(ｱ)横浜市 

自転車交通安全 

教室 

(公募型プロポー

ザル方式) 

【新規】 

 

※前年度は公募型

指名競争入札 

 

 当年度中に実施が予定されている平成30年度

中学生・高校生向け自転車交通安全教室業務の

受託に向けて、周到に準備を進めます。 

 

   開催数  20 回 （前年度実績16回） 

 

 

 

※前年度の対象者は中学生のみでした。 
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(ｲ)自転車交通安全

教室 

 

 

小学生から高齢者までの幅広い年代を対象と

して、自転車の安全な乗り方や基本的な交通ル

ール習得のための教室を開催します。 

 

開催数  40 回 （前年度実績 40 回） 

 

エ  二輪車の交通安全 

 

事業名 実施内容 

 

二輪車交通安全教室 

 

 

二輪車の安全な乗り方や安全運転を身につけ

るための教室を開催します。 

 

開催数   ５回（前年度実績５回） 

 

オ  地域住民を対象とした各種交通安全活動 

 

事業名 実施内容 

 

(ｱ)地域に密着した 

交通安全活動 

 

 

・ 三世代交通安全教室 

・ 児童・生徒等を対象とした交通安全教室 

・ 区民まつりなどにおける交通安全の普及啓

発活動 

 

開催数   20 回（前年度実績 16 回） 

 

(ｲ)地域指定特別 

対策 

 

神奈川県交通安全対策協議会から、自転車交

通事故多発地域及び高齢者交通事故多発地域に

指定された区に対し、関係団体等と連携し、広

報啓発活動等の事故防止対策を推進します。 

  
（平成 29 年度指定地域） 

  自転車事故多発地域 市内 4 区域指定 

  高齢者事故多発地域 市内 2 区域指定 

 

 

カ  交通安全教育指導者研修 

 

事業名 実施内容 

 

交通安全教育指導者

研修 

 

 

交通安全教育指導者の知識、スキルの向上を

目的とした交通安全教育指導者研修を実施しま

す。 

開催数    1 回（昨年度金沢区で実施） 
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（２）広報啓発事業 

 

新入学児童への交通安全教材の配付や自転車駐車場における安全運

転・事故防止キャンペーンなどを推進します。 

 

事業名 実施内容 

 

(ｱ)新入学児童への 

交通安全教材の

配付 

 

新入学児童の交通安全教育に役立てるため、

基本的な交通ルールなどを分かりやすく記載し

た交通安全教育用冊子を作成し、市内全小学校

の新入学児童全員に配付します。（35,000部）  

 

(ｲ)自転車駐車場等 

を拠点とする 

交通安全活動 

 

自転車駐車場等を拠点として活用し、利用者 

へ交通安全啓発活動を実施します。 

・ 各季の交通安全運動及び強化月間における広

報啓発活動 

・ 自転車マナーアップキャンペーン 

・ 自動車駐車場利用者に対する全席シートベル

ト着用キャンペーン 

・ 自転車駐車場等の職員に対する交通安全教育 

・ 自転車駐車場における自転車安全点検の実施 

 

(ｳ)各種交通安全 

広報活動 

 

様々な媒体・機会を通じて、効果的な広報啓

発活動を実施します。 

・ 各季の交通安全運動・強化月間における広報 

・ 協会ホームページによる広報の充実 

・ 区民まつりなどにおける広報 

・ 神奈川新聞による広報 

・ 地域、団体の広報啓発活動に対する機材の貸

し出し等の支援 

 

(ｴ)横浜市と連携し

た広報啓発活動 

 

自転車による交通事故を防止するため、交通

安全啓発キャンペーンなど、基本的な交通ルー

ルや安全な乗り方の広報啓発活動を横浜市と連

携して実施します。  

   

 

(ｵ)神奈川県警察と

連携した広報啓発

活動【新規】 

 

 交通事故の発生状況に合わせたタイムリーな

広報啓発活動を実施するため、神奈川県警察と

連携し、「交通事故注意報」ポスターを作成・

掲示します。 



 

- 6 - 

 

(ｶ)交通安全教育 

 

民間企業等の研修に講師を派遣し、交通安全

講話を実施して受講者の交通安全意識の高揚を

図ります。 

 

(ｷ)学生ボランティ

アの育成及び連携

した広報啓発活動 

 

募集に応じた学生ボランティアに対し、交通

安全の知識を伝えるとともに、連携して広報啓

発活動を推進します。 
 

（昨年度実績） 

大学名：横浜市立大学  

行事名：2017 世界トライアスロンシリーズ横浜大会 EXPO 

内 容：募集に応じた学生ボランティアと共に交通安全 

啓発ブースを出展。学生自身が交通安全を学ぶ

とともに、来場者に対し交通安全を呼びかけま

した。 

 

（３） 交通安全功労者表彰事業 

 

市内の各地域において、交通安全活動に積極的に取り組んで功労の

ある個人、団体及び優良運転者を表彰します。 

 

・個人    地区交通安全協会の役員等で、交通安全活動の推進に  

功労がある個人 

・団体     地域において交通安全活動を積極的に推進している団体 

・優良運転者  無事故無違反で他の模範と認められる優良運転者 
 

〇 表彰式    平成 30 年 10 月下旬 

 

（４） 交通安全活動団体への支援事業 

 

     地域・職域単位で交通事故防止活動を行っている交通安全関係団体

への支援や、交通安全コンクールへの協賛等を行います。 

 

○ 横浜市内各地区交通安全協会が実施する事業への支援 

○ 横浜市交通安全母の会連合会への支援 

○「交通安全こども・高齢者自転車神奈川県大会」参加協会への支援

並びに当協会会長賞の授与 

○ 「セーフティ・チャレンジ・かながわ」への協賛 

 

（５） 各種交通安全運動との連携事業 

 

「安全は心と時間のゆとりから」を年間スローガンに、次に掲げる

各季の運動、強化月間及び横浜市交通安全対策協議会等主唱の年間運

動にあわせて、関係団体等と連携して交通安全運動を推進します。 
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ア   各季の運動 

名    称 実    施    期    間 

春 の 全 国 交 通 安 全 運 動 

交通事故死ゼロを目指す日 

4 月 66 日(金)  ～  4 月 15 日(日) 

4 月 10 日(火) 

夏 の 交 通 事 故 防 止 運 動 7 月 11 日(水)  ～  7 月 20 日(金) 

秋 の 全 国 交 通 安 全 運 動 

交通事故死ゼロを目指す日 

9 月 21 日(金)  ～  9 月 30 日(日) 

9 月 30 日(日) 

年末の交通事故防止運動 12 月 11 日(火)  ～ 12 月 20 日(木) 

 

イ  強化月間 

名    称 実    施    期    間 

九都県市一斉 

自転車マナーアップ強化月間 
5 月 11 日(火)  ～  5 月 31 日(木) 

二輪車交通事故防止強化月間  

暴 走 族 追 放 強 化 月 間 
6 月 11 日(金)  ～  6 月 30 日(土) 

違法駐車及び放置自転車・  

バイククリーンキャンペーン 
10 月 11 日(月)  ～ 10 月 31 日(水) 

飲 酒 運 転 根 絶 強 化 月 間 12 月 11 日(土)  ～ 12 月 31 日(月) 

 

ウ  横浜市交通安全対策協議会の安全運動実施計画 

名    称 内    容 

年間を通じて実施する取組 

・ 子どもと高齢者の交通事故防止運動 

・ 自転車・二輪車の交通事故防止 

・ 交通安全ひとこえ運動 

特別対策 

・ 自転車交通事故多発地域指定 

・ 高齢者交通事故多発地域指定 

・ 横浜エリアゼロ対策 

    

 エ  交通安全の日 

名    称 実    施    日 

県民交通安全の日 毎月 11 日 

高齢者交通安全の日 毎月 15 日 

シートベルトの日 ４月 10 日 
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オ  神奈川県交通安全対策協議会等の安全運動実施計画 

名    称 内    容 

神奈川県交通安全対策協議会

主唱の年間運動 

・ 交通安全ひとこえ運動 

・ 自転車マナーアップ運動 

・ 高齢者交通事故防止運動 

・ 二輪車交通事故防止運動 

・ 暴走族追放運動 

・ 違法駐車追放運動 

・ 飲酒運転根絶運動 

特別対策等 

・ 交通事故防止特別対策 

・ 自転車交通事故防止対策 

・ 高齢者交通事故防止対策 

・ 飲酒運転根絶対策 

神奈川県交通安全協会主唱の運動 ・ ハンドルキーパー運動かながわ 
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平成３０年度 自転車等対策事業計画 

 

１ 事業活動方針 

 

『横浜市自転車等の放置防止に関する条例』に基づく市営自転車駐車場の

管理運営業務を横浜市から受託し、駅前広場や周辺の道路における歩行者の

安全を確保するとともに、街の美観の保持に寄与します。今後とも、お客様

の立場に立ち、効率的な管理運営を行います。 

また、自転車駐車場を地域における「交通安全活動の拠点」として位置付

け、交通事故防止運動を実施するとともに、より充実した交通安全活動を推

進します。 

市営自転車駐車場の管理運営業務については、公募型プロポーザルの結果、

引き続き東部区域・西部区域を受託することとなりました。今後とも、お客

様の立場に立った運営を行うとともに、効率的な管理運営を行います。 

放置自転車等の移動、保管・返還業務においては、公募型指名競争入札の

結果、東部区域を受託することとなりました。放置の再発防止を図るととも

に、保管場所の施設効率を高め、より多くの自転車等を受け入れることがで

きるよう業務運営を行います。 

自転車会については、自転車の交通安全を推進して交通事故を防止し、自

転車の安全利用の実現に寄与するという設置目的のもと、講習会や研修会を

開催するとともに、団体自転車保険への加入を積極的に勧め、加入者の増加

を図ります。 

 

２ 事業内容 

 

（１）市営自転車駐車場の管理運営 

 

お客様の安全・安心・満足を基本とした自転車駐車場の管理運営を引き

続き行うとともに、効率の良い自転車駐車場運営を目指します。 

 

ア 管理運営体制 

お客様の円滑な受付や場内誘導のため、各自転車駐車場の利用状況や

立地に応じて整理員を配置し、現場と本部の双方向の緊密な連絡調整を

行って、効率的な管理を行います。 

・自転車駐車場数（市内１０区）  収容台数計 ４８,６２０台 

 

 

整理員常駐 ７３か所  整理員 ２７４名 

整理員巡回派遣 ５５か所  補助整理員 ７７名 

合 計 １２８か所  合 計 ３５１名 
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・「自転車駐車場連絡調整会議」及び「場長会議」の開催 

・各種業務処理、金銭の取扱い等に関する定期監査の実施 

・本部指導員の現場巡回 

 

 

イ お客様サービス向上への取組 

お客様サービスの向上のために、次の取組を行います。 

・整理員によるこまめな車両整理や日常清掃、場内の美化の推進 

・老朽化した設備の更新 

・「お客様満足度調査」やご意見箱、ホームページを通じて寄せられた

お客様の声の活用 

・優良整理員及び自転車駐車場の表彰 

・「サービス向上委員会」の開催 

・各種研修等の実施 

形 態 内 容 

個別研修 

・新採用時研修 

・正規整理員移行時研修 

・フォローアップ研修 

・新場長研修 

・防災訓練（大規模自転車駐車場） 

集合研修（合同）※ 

・会長講話 

・接遇研修 

・人権研修 

・個人情報保護研修 

・コンプライアンス研修 

集合研修（自転車駐車場） ・健康管理研修（場長） 

※自転車等保管場所管理員・自動車駐車場整理員・本部職員と合同で実施 

 

ウ 経費節減への取組 

運営経費の一層の削減を図るため、次の取組を推進します。 

・券売機等による駐車場運営の効率化 

・利用状況に応じた配置人員の見直し 

・ＬＥＤ照明をはじめとする省電力機器の導入 

・新電力への契約切り替えによる電気料金の節減 

・被服や消耗品類等の再利用 

・携帯電話メールや配送便の活用による通信費等の削減等 

 

 

エ 交通安全活動の拠点としての取組 

自転車駐車場を交通安全活動の拠点として位置付け、次の取組を行い

ます。 
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・各季の交通事故防止運動にあわせた啓発活動 

・自転車の正しい利用についての啓発活動 

・「自転車安全てんけん」の実施等 

 

 

オ 地域貢献の取組 

防災・防犯に関する取組を実施し、お客様をはじめとした地域の方々

にとって安心・安全な駐車場づくりを推進します。 

・地域防災拠点を記載した「避難ＭＡＰ」の常備 

・「こども１１０番の家」活動 

 

カ 横浜市への対応 

横浜市の自転車駐車場整理料収入増加に取り組みます。 

・各自転車駐車場の利用状況や収入状況の分析 

・協会ホームページへの利用料金や利用方法、空き状況等の掲載 

・自転車駐車場の実情に応じた、定期利用券の割増販売促進 

・時間外入場車両等の未納整理料回収の推進 

 

 

（２）放置自転車等の移動、保管・返還 

 

横浜市内の東部区域において、公共の場所における放置自転車等の移

動を行い、撤去した自転車等の保管・返還業務を保管場所で実施します。 

 

 

ア 放置自転車等の移動 

放置禁止区域指定駅に放置されている自転車等を、横浜市の指示に

基づき保管場所へ移動します。 

 

・実 施 駅 数：３９駅周辺（市内５区） 

・年間移動予定回数：約１，０００回 

 

イ 放置自転車等の保管・返還 

移動した放置自転車等については、市内７か所の自転車等保管場所

で保管し、所有者への返還を行います。 

また、自転車等を引き取りに来た返還申請者に対しては、自転車駐

車場の設置場所などの情報を提供するなどして、放置の再発防止を図

ります。 

なお、所定の保管期間を経過しても引き取りのない自転車は、リサ

イクルのため選別します。 

 

 



- 12 - 

ウ 各種研修等の実施 

 

形 態 内 容 

個別研修 
・新採用時研修 

・正規管理員移行時研修 

集合研修（合同）※ 

・会長講話 

・接遇研修 

・人権研修 

・個人情報保護研修 

・コンプライアンス研修 

※自転車駐車場整理員・自動車駐車場整理員・本部職員と合同で実施 

 

 

（３）自転車会事業の実施 

 

ア 自転車の交通安全に関する講習会の開催 

自転車の交通安全に対する意識・知識の向上を図るため、会員を対象

に無料講習会を開催します。 

 

イ 自転車の交通安全に関する研修会等の情報及び参加機会の提供 

市内各地区交通安全協会と連携して、自転車の交通安全に関する研修

会・教室に会員の参加枠を確保し、参加機会を会員に提供します。 

 

ウ 自転車保険への加入促進 

パンフレットの配付及びホームページの活用等による広報を行い、団

体自転車保険加入者の増加を図ります。 
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平成３０年４月１日現在

収容台数等 自転車駐車場名 収容台数等 自転車駐車場名 収容台数等 自転車駐車場名

鶴見駅東口第三 平沼橋駅 二俣川駅第五

鶴見駅東口第四 平沼橋駅第二 希望ヶ丘駅北口

鶴見駅東口第五 西横浜駅北口 希望ヶ丘駅南口

鶴見駅西口 西横浜駅南口 希望ヶ丘駅南口第二

鶴見駅西口第二 高島 三ッ境駅北口第三

鶴見駅西口第三 高島町駅 戸塚駅東口

矢向駅西口 みなとみらい駅 戸塚駅東口第二

矢向駅東口 みなとみらい駅第二 戸塚駅東口第三

鶴見市場駅東口 石川町駅北口 戸塚駅東口第五

鶴見市場駅東口第二 石川町駅北口第二 戸塚駅東口第六

鶴見市場駅西口 関内駅 戸塚駅東口第七

生麦駅 関内駅第二 戸塚駅東口第八

生麦駅西口 関内駅第三 戸塚駅東口第九

尻手駅 桜木町駅 戸塚駅西口第五

大口駅西口 桜木町駅第四 戸塚駅西口第十

東神奈川駅西口 馬車道駅 戸塚駅西口第十四

東神奈川駅西口第二 山手駅 戸塚駅西口第十五

東神奈川駅東口 日ノ出町駅 戸塚駅西口第十八

新子安駅 伊勢佐木長者町駅 東戸塚駅東口

新子安駅第二 伊勢佐木長者町駅第二 東戸塚駅東口第二

白楽駅 元町・中華街駅 東戸塚駅東口第三

東白楽駅 元町・中華街駅第二 東戸塚駅東口第四

片倉町駅 保土ヶ谷駅東口 東戸塚駅西口

反町駅 保土ヶ谷駅西口 東戸塚駅西口第二

神奈川新町駅 保土ヶ谷駅西口第二 舞岡駅

三ツ沢上町駅 保土ヶ谷駅西口第三 本郷台駅

三ツ沢下町駅 西谷駅北口 大船駅東口第二

子安駅 西谷駅北口第二 大船駅東口第三

横浜駅西口第七 西谷駅南口 大船駅東口第四

横浜駅西口第九 天王町駅 弥生台駅南口

横浜駅西口第十 天王町駅第二 弥生台駅北口

横浜駅東口 和田町駅 踊場駅

横浜駅東口第二 和田町駅第二 中田駅

横浜駅東口第三 和田町駅第三 中田駅第二

横浜駅東口第四 星川駅 立場駅

横浜駅東口第五 星川駅第二 瀬谷駅北口

横浜駅西口第三 鶴ヶ峰駅北口 瀬谷駅北口第五

横浜駅西口第四 鶴ヶ峰駅北口第二 三ツ境駅北口

横浜駅西口第五 鶴ヶ峰駅北口第三 三ツ境駅北口第二

横浜駅西口第六 鶴ヶ峰駅北口第四 三ッ境駅南口

横浜駅西口第八 鶴ヶ峰駅南口第三

横浜駅西口第十一 二俣川駅

横浜駅西口第十二 二俣川駅第二

横浜駅西口第十三 二俣川駅第四

自 転 車 駐 車 場   区 別 一 覧

鶴見区
(１４か所)
５，４９７台

戸塚区
(２０か所)

１２，１９１台

中区
(１４か所)
３，９７８台

神奈川区
(１７か所)
４，７００台

保土ケ谷区
(１４か所)
３，３８６台

栄区
(４か所)

４，０２６台

泉区
(６か所)

２，８１５台

西区
(２１か所)
４，２３４台

瀬谷区
(５か所)

３，０８６台

旭区
(１３か所)
４，７０７台

合  計
(１２８か所)

 ４８，６２０台



- 14 -

区名 名称 所在地
面積
(㎡)

移動対象駅

鶴  見 江ケ崎町 鶴見区江ケ崎町2番地 2,346 鶴見、尻手、矢向 3

神奈川 宝　町 神奈川区宝町2番地先 2,291

新子安、東神奈川、子安、
神奈川新町、仲木戸、大口、
反町、東白楽、白楽、片倉町、
三ツ沢上町、三ツ沢下町、
鶴見市場、生麦、京急鶴見

15

コットン
ハーバー

神奈川区橋本町２丁目１－２５番地 1,108 横浜(西) 1

緑　町 西区みなとみらい4-１ 1,062
横浜(東)、新高島、平沼橋、戸部、
みなとみらい、西横浜、髙島町

7

かもめ町 中区かもめ町72-1 3,126
関内、馬車道、石川町、山手、元町・
中華街

5

新山下 中区新山下３丁目４番地先 1,062 桜木町、日ノ出町 2

保土ヶ谷 今井町 保土ヶ谷区今井町385地先 847
保土ヶ谷、天王町、星川、
和田町、上星川、西谷

6

計 7か所 11,842 39

自 転 車 等 保 管 場 所 （ 東 部 区 域 ） 一 覧

平成３０年４月１日現在

対象駅数

西

中
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平成３０年度 自動車駐車場等経営事業計画 

 

１ 事業活動方針 

 

  違法駐車を防止し、交通安全を確保することを目的として、自動車駐車

場及び自動二輪車駐車場を経営します。 

  既設の駐車場については、お客様に安全で快適にご利用いただけるよう

管理運営を行います。 

既設駐車場の稼働率向上に努め増収を図るとともに、経費の節減に努め

ます。また、横浜市の用地貸付の公募へ参加するなど、新規駐車場の開設

に向けた検討を行います。 

 

２ 事業内容 

 

（１）駐車場の管理運営 

２２箇所の自動車駐車場及び自動二輪車駐車場を月２回以上巡回し、

機器点検、草刈清掃等を行って常に良好な状態を保ち、お客様サービス

の向上を図ります。 

有人管理の駐車場では、接客や業務遂行能力等の向上を図るため、各

種研修を実施し、お客様のより一層の満足に繋げます。 

 

形 態 内 容 

個別研修 
・新採用時研修 

・正規整理員移行時研修 

集合研修（合同）※ 

・会長講話 

・接遇研修 

・人権研修 

・個人情報保護研修 

・コンプライアンス研修 

集合研修（自動車駐車場） 

・健康管理研修 

・交通安全研修 

・防災訓練 

※自転車駐車場整理員・自転車等保管場所管理員・本部職員と合同で実施 

 

（２）増収対策 

ア 既設駐車場の未利用スペース等を再確認し、自動二輪車区画の開設

を検討します。 

イ 横浜西口自動二輪車駐車場の広報活動を行い、利用率の向上を図り

ます。 
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（３）新規駐車場の開設 

４月１日より、根岸プールセンター前自動車駐車場（区画数９３台）

を新たに管理運営します。 

また、新規駐車場の開設を目指し、民間用地の借受けの検討や高架下

等の道路予定区域の有効活用施策への応募を行います。 

 

（４）経費節減対策 

駐車場の区画ライン・番号の補修は外部委託せず自力で行うなど、経

費節減に努めます。 

 

（５）調査及び研究 

新規駐車場の開設検討及び既設駐車場の収益向上を図るため、土地

情報の収集、他の駐車場の稼働状況や料金体系等を調査・研究します。 

 

（６）交通安全啓発活動の実施 

主に有人管理の野毛山有料駐車場及び野島自動車駐車場を活用して、

交通安全の呼びかけ、職員による啓発物品の配付、のぼり旗の設置等

の交通安全啓発活動を行うとともに、年間を通じ飲酒運転根絶に向け

た啓発活動を進めます。 
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平成３０年４月１日現在

面 積
（㎡） 自動車 二輪車

1 西寺尾二丁目自動車駐車場 神奈川区西寺尾2丁目72-6 H.16. 2 676 21 7 月　極

2 野 毛 山 有 料 駐 車 場 西区老松町１ H. 6. 2 3,161 110 時間貸

3 横浜西口自動二輪車駐車場 西区北幸二丁目3-4 H.18. 3 178 44 時間貸

4 阪 東 橋 自 動 車 駐 車 場 南区二葉町1丁目1番地 H. 2. 7 2,629 89 13 月　極

5 東 芹 が 谷 自 動 車 駐 車 場 港南区東芹が谷23-7 H. 7. 4 200 9 月　極

6 港 南 台 自 動 車 駐 車 場 港南区港南台1丁目30 H. 7. 4 342 19 月　極

7 桜 道 自 動 車 駐 車 場
港南区港南六丁目2333-10
外

H.24. 7 711 20 7 月  極

8 二 俣 川 自 動 車 駐 車 場 旭区さちが丘136-1地先 S.63. 2 159 14 月　極

9 二俣川第二自動車駐車場 旭区さちが丘50 H.10. 7 237 10 月　極

10 森 一 丁 目 自 動 車 駐 車 場 磯子区森1丁目2049番地先 H.19. 3 438 12 9 月　極

46 月極

47 時間貸

12 野 島 自 動 車 駐 車 場 金沢区野島町478番地 S.63. 7 1,204 92 時間貸

13 富 岡 東 自 動 車 駐 車 場 金沢区富岡東2555-72 H.15.10 283 14 月  極

14 釜 利 谷 東 自 動 車 駐 車 場 金沢区釜利谷東6-7-20隣 H.26.7 248 5 時間貸

15 新 横 浜 自 動 車 駐 車 場 港北区新横浜二丁目1-1 H. 2. 2 666 22 月　極

16 霧 が 丘 自 動 車 駐 車 場 緑区霧が丘6丁目16 H. 3.10 879 40 月　極

4 1 月極

3 時間貸

18 東 戸 塚 自 動 車 駐 車 場 戸塚区品濃町500-6 H.11.11 639 23 3 月　極

19 不 動 坂 自 動 車 駐 車 場 戸塚区柏尾町300番地先 H.17.12 148 12 月　極

20 戸 塚 町 自 動 車 駐 車 場 戸塚区戸塚町2120番地先 H.18.11 383 11 月　極

21 長 沼 町 自 動 車 駐 車 場 栄区長沼町334番地先 H.19. 9 305 10 月　極

19 5 月　極

3 時間貸

655 89

 H.29.4.1　不動坂自動車駐車場縮小（自動車　１５台減）

 H.29.7.1　阪東橋自動車駐車場増設（月極自動二輪　１台増）

 H.30.4.1　根岸プールセンター前自動車駐車場新規運営開始（自動車  93台増）

磯子区西町１番２５ H.30. 4

月  極
時間貸

自 動 車 駐 車 場 一 覧

№ 名　　　称 所　　在　　地 開設年月
駐車台数

1,944

22 長沼町第二自動車駐車場

合                       計

138

栄区長沼町725番地先 H.23. 4 580

小　　　　　　　　　　　 計

11 根岸プールセンター前自動車駐車場

16,148

青葉区美しが丘西三丁目
100-41

H.23. 8

744

17 美 し が 丘 自 動 車 駐 車 場
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